
《論 説》

1942年 日泰文化協定をめ ぐる

文化交流と文化政策

加 納 寛

は じめに

今回の特集 「アジア文化交流」について考える場合,ま ず 「文化交流」

とは何かを確認 しておく必要があろ う。

「文化交流」研究は,人 文系研究者が好む 「比較文化」的研究の流れ以外

に,社 会科学か らの国際関係論からのアプローチ,す なわち 「文化交流政

策」研究の流れが顕著であるi。 これは,「 文化」が 「国家のアイデンティ

ティの表現」である とされ,近 代国民国家を基盤 とした国際関係の中で,

「文化」的国際関係 も必然的に生じてくるためである[Mitchell1990:5]。

本稿では,こ の 「文化」的国際関係を 「文化交流」で あると考える。こう

した 「文化交流」の うち,政 府機関の実施するものに限定して 「文化外交

(CulturalDiplomacy)」[Mitche111990:6]と 表現されることもある。この

よ うな行政面での 「文化交流」は,「対外文化事業を通 して,自 国文化に対

する理解,諸 外国 との相互理解を深めることにより,友 好親善を増進」す

るものである[外 務省文化事業部編1972:3]。 「文化外交」は,相 手国に

対して 「好ま しいイ メージを与え,そ れを印象づけ,外 交活動全体を容易

にすること」を目的 とし,背 後には政治的 ・経済的な目的が潜んでいる場

合がある[Mitche111990:8]。 この 「文化外交」は,「 二国間であろうと多

国間であろ うと,文 化交流活動の承認,促 進,企 画のために政府間で締結

された協定に適用 される」ものである[Mitchell1990:6]。 政府間の 「文

化交流」を観察する際に,こ うした 「文化協定」に着 目すれば,関 係国間
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の 「文化交流活動」の基盤を考察する一助になる2。

このような政府 による 「文化交流」は,「国内」における文化政策 との対

比のもとで 「対外文化政策(ForeignCulturalPolicy)」 と表現 されることも

ある[Mitchel11990:14]3。

近代国民国家成立の前提 として 「国民」の文化的一体性が重要視 される

以上,近 現代の国民国家体制の中で国民の文化的統合を図る国内における

文化政策(CulturalPolicy)4を 軽視することはできない。こうした国内にお

ける文化政策についての研究 も,近 代国民国家に不可欠な国民の文化的統

合の観点か ら進められつつある5。

しか し,本 来表裏一体の関係にあるはずの 「対外文化政策」 と 「国内文

化政策」 との関係については,有 機的にその相互作用の具体的実態が分析

されることはほ とんどない。その理由 としては,お そらく①対外文化政策

研究が国際関係論か らのアプ ローチによって主に担われているために国内

政策としての対内文化政策はその視点か ら脱落する傾向にあること,逆 に

国内文化政策研究は国民の文化的統合に焦点を合わせるためにその国外へ

のイメージの投影 ・発信については視点か ら脱落する傾向があること,②

国内文化政策を管轄する政府機関と対外文化政策を管轄する政府機関とが

通常別個であること,そ してその分担は研究活動においても反映 されるこ

とがあること,ま た③対外文化政策は相手国 との関係性の中で捉えられる

べきものであ り一国史的な観点か らのみでは研究が難 しく,当 時者両国の

対内文化政策 と両国間の対外文化政策の絡み合いとい う少なくとも3つ の

次元に分散す る対象を統合して分析 していくのは困難であることなどが挙

げられ よう。

本稿では,近 代アジアにおいて植民地化が進んでいった時期に独立を保

ち,少 なくとも表面的には対等な政府間の 「文化交流」が可能であったと

考えられる 日本 とタイ との文化交流のあり方の一端を,文 化協定の分析を

通 して,両 国それぞれの国内文化政策 との関連性 も視野に入れながら観察

する6。 これ により,政 府による文化交流と国内文化政策 との関連を考え,
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日 ・タイ両国間の文化交流をそれぞれの歴史の中に位置付けなお していき

たい。

日タイ両国間の文化協定は,第2次 世界大戦中の1942年 と国交中断後

の1955年 との2度 にわたって締結されている。本稿では,こ れ ら2つ の

文化協定の うち,1942年 協定を取 り上げ,そ の締結前後の時代背景の推移

の中で,両 国の政治的関係および文化交流において,そ して両国各 自の政

治情勢および文化政策において,本 協定がどのような意義をもっていたか

を考えていく。すなわち,① 日本側の文化協定締結 の意図,お よび日本国

内の文化政策 との関連のあり方,② タイ側の文化協定締結の意図,お よび

タイ国内の文化政策との関連のあ り方,③ 日 ・タイ両国間の文化協定締結

に対する意図の差異,ま たそこか ら生 じる温度差が問題 となる。

1942年 日泰文化協定については,市 川[1994]が 戦時 日本の 「大東亜共

栄圏」に対する文化政策の一環としての視点から,日 泰文化協定よりもむ

しろバンコクに建設された日本文化会館に焦点を合わせ,主 に在バンコク

日本文化会館初代館長 となった柳沢健の回想録などに依拠して,日 本文化

会館 の顛末 とそれ をめ ぐる 「異文化摩擦」につい て論 じている。また

Th詑msuk[1976],Thamsook[1977,1978]7,Chamvit[1974],吉 川[1982],

Reynolds[1993],岸 本[1995]な ども,第2次 世界大戦期の日タイ関係を

論 じる上で1942年 日泰文化協定に触れている。

本稿では,こ うした業績を踏まえながら,日 本国外 務省外交史料館文書

や,タ イ国立公文書館文書を主資料 として,分 析を進 めていく。

以下,1942年 日泰文化協定をめぐって,ま ず 当時の 日本における文化政

策の状況を,次 にタイにおける文化政策の状況を観察 した上で,日 タイ間

の文化協定締結にいたる経緯を追い,1942年 協定の文化政策的な特徴を把

握するとともに,1942年 日泰文化協定をめぐって 日タイ間の文化交流 と日

タイそれぞれの文化政策がどのようにからみあっていたかを考えていきた

い。
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1,日 本の文 化 政策

(1)国 内文化政策

戦前における日本の文化政策は,美 術を中心 とした 「芸術」文化に関す

る政策 と,文 化財保護に関する政策が,互 に関連性をもたぬままに別個に

進行 していたといわれる[根 本ほか1996:22,26]。

しかし1937年 以降は,戦 時色の強ま りとともに芸術を含む文化一般は

政府か ら強い規制を受けた という[根 本ほか1996:26]。

当時,日 本では,満 州事変をきっかけ としてナ ショナ リズムが高揚 し,

天皇機関説が否定 されるなど,学 問 ・思想 ・言論に対する統制が強化され

ていた。政府の文化統制方針が強化されるとともに,1938年 には国家総動

員法が制定され,1938年 か ら40年 にかけては生活のゆとりの部分である

「贅沢」に対 して生活統制が集中 していった[寺 出1994:177-181]。1938

年6月 の商工省による綿製品の統制,1939年6月 の国民精神総動員中央連

盟による遊興営業の時間短縮,ネ オン全廃,贈 答廃止,学 生の長髪禁止,

パーマネン ト廃止な どを内容 とした 「生活刷新案」の決定,40年7月 の

「奢修品等製造販売制限規則」の制定などがそれ にあたる[寺 出1994:

178-179]。1940年 以降は,次 第に多 くの生活必需物資が配給統制されるこ

とになり,生活統制の対象は奢修品か らより生活の基礎的な部分へ と向かっ

ていった[寺 出1994:181-183]。 服飾についても,1939年 に 「国民被服刷

新委員会」が結成 され,1940年 には 「戦時常用服」である男性用の国民服

の制定がな されている[柏 木1998:66]。 また,女 性に対 しても1941年 に

「婦人標準服研 究会」が設置され,42年 厚生省によって標準服のデザイン

が決定されている[柏 木1998:67]。

このような生活統制,文 化統制を,政 府や国民組織結成運動の文化政策

担当者たちはどのように理論付け,文化政策の中に位置付けていただろうか。

1940年 に結成された大政翼賛会の文化部長となった岸田国士は8,大 政

翼賛叢書の1冊 として発行されたパンフレッ ト 『文化の新体制』の中で,
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「文化」とは 「贅沢な慈善行為や,毒 にも薬にもな らぬ仕事」ではなく,「国

民全体の日常生活」の 「心構へ と方法」こそが 「文化」であるとい う[岸

田1940:2]。 そ して,「 文化が健全に進むにつれて国民の生活が向上し,そ

れによつてまた物心両面 ともに国力が増大」 し 「経済翼賛の実をあげると

共に,上 下一体,文 化翼賛の美果を結ぶ ところに国防国家の力強い体制が

完成 されて行く」 とい う[岸 田1940:3-5]。 文化は国民から遊離 した行為

であってはならず国民の日常生活そのものであ り,文 化政策は,経 済統制

の中で生活の向上を図り強力な国家体制を完成する装置であると読める。

岸田とともに新体制運動を推進し,国 策研究機関である昭和研究会にお

いて活動 した哲学者三木清は,1940年12月 に 「文化政策論」を 『中央公

論』に発表 した。 この中で,三 木は,国 民の士気作興に関する政治の心理

的問題に文化政策の持つ役割が大きいことを指摘している1三 木1940:5]。

また,物 質的貧困に耐えなが らも心を裕かにするのが文化政策である と説

く[三 木1940:6]。 その意味で,文 化は公共性 と協同性をもち広く国民の

ものとなることが必要で[三 木1940:10],秩 序へ の意志をもった文化統

制e文 化計画を総合的統一的に展開することを切望 している[三 木1940:

13]。 文化政策の 目的を,国 民の士気を高め,物 質的貧困に負けない心理

的余裕を確保 しようとすることに求める見解は,岸 田のものと重な りあっ

ている。

しか し,岸 田も三木 も新しい 「日本文化」の具体像 を描き出 してはお ら

ず,こ れが国内文化政策であるといいうるとすれば,そ れは国民の文化的

統合を目的 とした具体的な 「日本文化」の国民国家体制内での再定義であ

るとい うよりは,政 府による国民の生活統制の心理的援護手段であ り,国

民の奢修の否定,戦 時生活 ・窮乏生活への適応化促進 を目的 とするもので

あった と見ることができよう。このように,当 時の日本の国内文化政策は,

国力と政府に余裕があった時代には国民の生活 と遊離 した芸術や文化財保

護が念頭に置かれ,ま た国力に余裕がなくなると国民の生活に密着 した生

活統制の心理的援護手段としての地位 しか与えられなか ったのである。三
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木が 「文化政策 と称するに足るものが殆ど全く存在 しなかった」と嘆 くよ

うに[三 木1940:4],日 本政府の国内文化政策に対する熱意は低 く,文 化

政策は貧困であったといえよう。

(2)対 外文化政策

では,当 時の 日本政府の対外文化政策については どうであろうか。

日本は,第1次 世界大戦における宣伝戦への立ち遅れへの反省か ら1921

年外務省情報部を設置 し,「宣伝的文化事業の経営及補助」をその職掌の一

部とした[外 務省百年史編纂委員会1969:1028-1038]。1923年 「対支文化

事業特別会計法」を制定 し,外 務省の外局 として 「対支文化事務局」を置

いて中国に対す る文化事業を実施 した[河 村1967:80,82]9。 この対支文

化事務局は,1924年 に縮小 されて亜細亜局文化事業部とな り'°,1927年 に

は外務省文化事業部 となった。1930年 代中頃からは,日 本政府は対中国の

みに限定されない国際文化事業を実施する機関を整備 している。1934年 に

組織された国際文化振興会や11,1935年 に新設 された対中国に限定 されな

い国際文化事業を管掌す る文化事業部第3課 が これである'2。

このような中,外 務省文化事業部は,1938年11月13日 に小冊子 『外交

の新しき指標:文 化協定の話』を出版 し,文 化協定の意義について語 って

いる13。それによれば,「 新文化の創造を以て東亜を安定 し,世 界の進運に

寄与」することの必要性 を説き[外 務省文化事業部1938:3],文 化の紹介

は 「国威の発揚のため」の 「効果ある確実な方法」であり[外 務省文化事

業部1938:9],「 文化の威力を無視 して今 日の外交を語ることは出来」な

い として[外 務省文化事業部1938:10],対 外文化政策の重要性 を謳って

いる。文化協定は 「国民の間の文化関係を増進するための国家が結んだ約

束」であ り[外 務省文化事業部1938:15],文 化宣伝や文化侵略のみでは

なく相互の文化の協力交換による文化の進運に資するものであることが説

かれている[外 務省文化事業部1938:30-33]14。 その2日 後の11月15日 に

は,日 本は始めての文化協定をハンガ リー と締結 し15,続 けて同月25日 に
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ドイツと'6,1939年3月 にイタ リア と,1940年3月 にブラジル と,1942年

10月28日 にタイ と,1943年2月 にブルガ リア と,そ れぞれ文化協定を締

結 した17。ただ し1942年11月 には,外 務省文化事業部は 「戦時下不急の

事業」 として廃止 されている[河 村1967:95]。

国内文化政策の消極性に比較 して,よ り積極的な対外文化政策を展開 し

ようとしている様子が観察できる。

2,タ イの文 化政 策

(1)国 内文化政策

タイでは1938年 か ら44年 にかけて,ピ ブーン首相の指導の下,強 力な

国内文化政策が進められていった。ピブーンは,総 理大臣,国 防大臣,内

務大臣,そ して最高軍司令官を兼任 して政治権力を一身に集中させ,国 家

の 「指導者(phunam)」 として,「 国家建設(sangchat)」 を合言葉に国家

主義 ・全体主義によるタイの近代化をはかった。

ピブーン政権は,1893年 以来懸案になっていたフランスとの領土抗争に

ついて,第2次 世界大戦の勃発によってフランスの国力が衰えるとともに

交渉を再開した。1940年11月 には両国間に国境紛争が生じたが,1941年

5月 に日本の調停によりタイ仏両国は平和条約を締結 した。その結果,タ

イは,仏 領イン ドシナか ら失地を回復することに成功 した。当時宣伝局に

おいてラジオ放送を担当していたサン・バ ッタノーチャイの回想によれば,

対仏紛争時には多くの政府支持の手紙が宣伝局に寄せ られた とい う[Sang

1956:245-246]。 ピブーンのブレインとして活躍するウィチ ッ トは,タ イ

近隣諸国に住む 「タイ系民族」等をタイ国に統合すべきだ とするタイ民族

統一主義 「汎タイ運動(Pan-ThaiMovement)」 の思想的バ ックボーンと

な り 「失地回復運動」にも貢献 した[カ モン1988:34]18。 この民族主義の

基盤 となるこの民族的近親性は,「文化」か ら判断され るものであ り,こ こ

で も文化は政治的に重要な役割を果たしたことになる。
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ピブーン政権のい う 「国家建設」とは,1941年6月14日 に出されたピ

ブーンの声明によれば,「世界の文明国の列に加わるための新改善建設」で

あ り[KromKhotsanakan1942:38],具 体的には,「 国家の人民が,ま ず よ

い市民 と」なること,す なわち 「よき文化」,「よき道徳」,「よき健康」を

持ち,「よく整った服飾をし,よ き住居を持ち,そ してよき生活を持つ とい

うこと」が重要であるとされる[KromKhotsanakan1942:38]。 以上の説

明によれば,「国家建設」とは結局,列 強国の仲間入 りをする目的のために

「文化」・「文明」 を身に付け国力を増強 しようとす る運動のことに他な らな

い19。この文化政策観は,日 本の岸田,三 木 らの見方に共通する。ただ し,

ピブーン政権は,日 本の場合と異な り,生 活に密着 した明確な 「文化」の

具体像を次々に呈示 していくことになる。

こうした 「文化」建設政策の一環 として,1939年6月24日 から1942年

1月28日 にかけて12回 にわた り,「ラッタニヨム2°」 と呼ばれる一連の総

理府告示が公布 されていった。その内容は,国 家の名称,国 歌の制定,国

産品の愛用,言 語,そ して個人の服飾や 日課など,国 家レベルのものか ら

国民個々人の日常生活の規制にまで及ぶ,き わめて幅広い範囲にわたって

いる2'。しか し,そ の内容は,い ずれ も国民国家の基礎としての 「文化」を

創出あるいは 「建設」するための具体的方法である という共通項を持 って

いた。ラッタニ ヨムは,国 家的な規模による国号の改称をはじめ,個 人束

縛的な生活の規制にいたるまで,「タイ国民」の一体性を堅持 し,国 益に対

する国民の協 力を確保 し,国 家への忠誠心を創出し,そ して 「文化」・「文

明」を生成 し,「 国家建設」の目的に向けて動員するための政府の 「文化」

政策であった といえよう。

この他 にもラッタニヨムを補完するために,官 報や政府のパンフレッ ト

には 「文化」 の高揚のための指導に関する法令 ・告示 ・談話がたいへん多

く見 られ る。

こうした傾向の中で,こ れ らの法令群の核をな しているのが,「国家文化

(WatthanathamhaengChat)」 とい う語をその題名に用いたいくつかの法で
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ある。こうした法の うち最初の ものは,1940年10月15日 に公布された

「仏暦2483年 国家文化育成法」である。この第4条 では,「タイ人民は,国

家文化にしたがって行動する義務があ り,よ い慣習にしたがった文化を保

護 し,また時代に従ってよりよく改善育成するよう協 力することによって,

タイ民族の繁栄進歩を支援 しなければならない」 とある22。「文化」の具体

像については,第5条 に次の規定があ り,ピ ブーン政権の想定 した 「文化」

のイメージが浮かび上がる。

1,公 共の場所もしくは公衆の面前に現れる場合での服飾,品 行と礼儀

において整然 と秩序だっていること。

2,職 務実施方法に関して能力と礼儀を有すること。

3,タ イを愛好すること23

また,こ の法は,「文化は,民 族の繁栄においてたいへん重要な部分であ

る。民族が繁栄するか否かは,民 族の個々人が文化を有する人になるか否

かにかかっている」 という趣 旨の 「国家文化」の重要性に関する付記をも

つ24。

こうした流れを受けて,1942年 には 「国家文化」に関する数多くの法令

が出現 していく。

1942年4月28日 には,「仏暦2485年 国家文化育成 法(第2版)」 が公布

されている25。この法は,「 仏暦2483年 国家文化育成法」の第5条,す な

わち 「文化」の細 目についての項目を改正したものである。「自己の行為お

よび家庭に対する行為において整然 と秩序だっていること」とする第2項

の新設により,と りあえず主に公共の場所に限 られていた 「文化」の規制

は,個 人の領域にまで踏み込むことになった26。

1942年9月29日 には,「仏暦2485年 国家文化法」が公布される。第6

条に示された 「国家文化」の諸項目については,国 家文化育成法に挙げ ら

れた3項 目が次の7項 目に増大 している。
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1,公 共の場所 もしくは公衆の面前に現れ る場合での服飾,品 行 と礼儀

において整然 と秩序だっていること。

2,自 己の行為および家庭に対する行為において整然 と秩序だっている

こと。

3,タ イ民族 と仏教の栄誉を もた らす行為において整然と秩序だ ってい

ること。

4,職 務実施方法に関して能力と礼儀を有すること。

5,民 衆の精神 と道徳の繁栄結実。

6,文 学と芸術の繁栄発展。

7,タ イを愛好す ること27

この第6条 に したが って,結 婚式などの儀礼や服飾,夫 婦関係 といった

民衆の私生活の細部にいたるまで,「国家文化」の細部を規定する詳細な法

令が多数出されていくことになる。たとえば服飾を例にとると,服 飾政策

はタイ人民とくにタイ女性に 「文化」「文明」にふさわしい外見を奨励する

ための政策であるとみなされ,文 化政策中で大きな比重を占めた。服飾に

関する政策は1941年1月15日 の 「ラッタニヨム第10号 」が起点 となっ

た。当初は具体的な規定の形は とらず,服 飾政策の意味や大要が説明され

ることが多く,1月 の段階では制服,洋 装,タ イ式の服飾の3点 が 「整っ

た服飾」として示されているのみだった。しか し3月 には,具 体的にパー・

チ ョーンカベーン28の着用が 「文明」にふさわ しくないと解釈 され,パ ー・

トゥン29および 洋服の着用が奨励された。6月 には,「 文明」にふ さわ しい

ものとして,帽 子着用の指示が出されることになった[加 納1999:60-61]。

服飾政策は内務省を通じて全国に徹底を期され,政 策に従わなかった国民

の逮捕にまでエ スカレー トした3°。

また,国 家文化法に基づいて,こ うした 「国家文化」についての職掌を

管轄する 「国家文化院」が設置された。「国家文化院」は,(1)現 存す る
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国家文化の研究,改 良,保 存および向上,(2)将 来 に存続させるべき国家

文化の研究,改 良および指定,(3)国 家文化を時代 の進展に即応 させるこ

と,(4)国 家文化による国民徳性の酒養に関す る方法 の研究および監督,

(5)国 家文化に関する事項について政府に意見を上申し,そ の諮問に応じま

た実施することを職務 とした31。また,国 家文化院は(1)徳 性文化部,(2)

慣習文化部,(3)美 術文化部,(4)文 芸文化部の4部 に分けられたが 認,(2)

の慣習文化を 「国家文化」の範疇に入れている ところが,日 本の 「芸術」

に偏向した文化政策 とは大きく異なる点であ り,国 民の日常生活に即 した

文化的統合を促進するための足がか りを形成した。

スプーンやフォークの使用か ら,帽 子の着用強制 におよぶ国民の 日常生

活文化に直結 した 「国家文化」の細部を規定する詳細な法令群の多発は,

こうした法的整備および行政機関の設置により,1944年7月 のピブーン政

権崩壊まで続いていった。

「国家建設」や国家主義,全 体主義の鼓吹には,「仏暦2484年(1941年)

出版法」により官憲の強権的統制管理下に置かれた新聞,出 版,ラ ジオ等

の宣伝手段が利用され,政 府の意志をタイ人民の意見 として浸透させていっ

た[Phonraphirom1977:62-75]。

また,こ の時期には民族の栄誉を象徴する記念建造物の建設が相次いだ。

たとえば,国 立競技場は1939年10月 に,民 主記念塔は1940年6月24日

に,フ ランスとの領土紛争の勝利を記念する戦勝記念塔は1941年6月24

日に,そ れぞれ建設 されている。

「文化」を政策の重要な柱の一つに位置付けた ピブーン政権が,敗 戦色の

濃くなった1944年7月 に崩壊 した後,ピ ブーン政権期の行き過ぎた 「文

化」政策は,後 継政権による取 り消 しの対象 とされた。総理府告示 「ラッ

タニ ヨム」第1号 により 「Siam」より 「タイ」に変換 された国号 も,1946

年1月1日 の対英終戦協定締結 と同時に 「Siam」に戻 された 認。また,た

とえば,文 学者などに とくに評判の悪かった1942年 のタイ文字改革につ

いての布告は,ピ ブーン政権崩壊直後の1944年11月 に取 り消された34。
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(2)対 外文化政策

このように政権が重点をおいた国内文化政策に比べて,当 時のタイの対

外文化政策は非常に地味であ り,そ れほど積極的な政策が実施されたわけ

ではなかった。た とえば,タ イ外務省発行の1965年 までの条約集によれ

ば,タ イ政府が締結 した文化協定は,日 本と結んだ1942年,1955年 のも

のしか挙げ られていない[Kromsonthisanya1970,1975,1976,1984,1985]。 こ

れは,少 なくとも1965年 までは,タ イが 日本以外 と文化協定を締結 して

いないか,あ るいは締結 していて も政治的にあまり重要視 されていないこ

とを意味 している35。文化協定の締結を対外文化政策への関心の一つの指

標 とするならば お,タイは対外的な文化政策にはそれほど関心を持たなかっ

た と判断される。あるいは,当 時のタイの対内文化政策は,列 強の仲間入

りをするための 「文化」・「文明」の列強国化であ り,国 外の視線をある程

度意識 していた といえることか ら,そ れ 自体が 「対外文化政策」であった

とも見ることができるか もしれない。

3,日 泰 文 化 協定

日本 とタイ との関係は,日 本が国際的に孤立化 していく満州事変以降,

急速に親密度 を増 していった。満州国の扱いをめぐっては,国 際連盟にお

いて日本への批難が高まるのに対 し,タ イ政府は唯一 「棄権」を選択 して

日本の満州進 出を容認 した。また,1940年 に活発化 したタイと仏領イン ド

シナの間に生 じた領土紛争に対 しては,日 本政府が調停に乗 り出 して停戦

に導いた。 このような親近感を背景に,1941年8月16日 には日本 とタイ

はその関係をそれぞれ大使派遣に昇格させた。1941年12月8日 に 日本が

米英に対 して宣戦を布告すると,日 本軍はタイ国に 「平和」進駐 し,マ レー

半島攻略や ビルマ戦線への足がか りとした。12月21日 には 日タイ攻守同

盟条約が締結 され,即 日発効 している。こうした動きの中,タ イ政府は,
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少な くとも表面上は日本に歩調をあわせ,1942年1月25日 に英米に宣戦

を布告 した。

このような政治的関係の中で,日 泰文化協定に関して具体的に論 じてい

る史料は,1942年4月 に最初に現れる37。「四月二十四日」の手書付記があ

る日本国外務省外交史料館所蔵の日泰文化協定第1次 修正案がこれである

38。修正案であるか らには,そ れ以前の原案の存在が想像 されるが39,こ れ

以前の原案については散逸 しているため,日 タイ文化協定についていつか

ら外務省内で審議されていたかは不明である。ただ し,こ の1942年4月

のもの と考えられる文書が,審 議の初期に作成されたであろ う 「第1次 」

の修正案であることか ら,審 議 され始めた時期は1942年4月 か らそれほ

ど遡らないと考えられる。一方,通 常は日泰文化協定の成立によって設置

された と見られているバンコク日本文化会館の構想 については,そ の初代

館長 となる柳沢の手記では,1938年11月 に設置されたニ ューヨーク日本

文化会館 とともに生じたものであるとされ ⑳,構 想は文化協定以前に別個

に存在 していた可能性が読み とれ る[柳 沢1943:111]41。 また,そ の建設

決定が1942年3月 に新聞記事で報じられている ところか ら見て42,日 タイ

間に文化協定を締結 しようとする動き以前に,文 化会館建設案は別個に存

在 していたと考えるのが自然であろう。

柳沢は,バ ンコク日本文化会館設立準備のため,1942年4月25日 に 日

本を立ち,サ イゴンを経由して5月6日 にバンコクに着いている。バンコ

クに着いた柳沢は石井代理大使らとともに,ウ ィチ ッ ト外相 らと会見 し,

設立準備の相談を行っている。柳沢は,ウ ィチ ット外相らか ら,そ してピ

ブーン首相からも好意的な対応を受けたとい う感触 を記録 している[柳 沢

1943:12-13,106]。 その好意の証拠 として柳沢が挙げているのが建物の提供

についての件である。日本文化会館 と,新 たに設立 されるタイの国際文化

機関 とを並存させる施設 「日泰会館」なる建物を,タ イ政府が用意す ると

い うのである[柳 沢1943:107。108]。

一方
,タ イ外務省の文書によれば,ウ ィチッ ト外相 と柳沢の間には,タ
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イが 「南方アジア」の文化的中心 となること,ま た柳沢の文化施設構想を

日本の主催するタイ 日関係機関とタイの主催する南方アジア文化関連機関

に2分 す ること,に ついて合意ができたという鱒。これによれば,日 本側

は 「日泰会館」をタイ側が用意することを期待 し,一 方タイ側は日本側の

構想に便乗 してタイを中心 とす る南方ア ジア文化関連機関を設立すること

を期待 してお り,両 者ともに施設準備の基礎部分を互に相手側に期待 して

しまっている構図が見えて くる。タイ外務省の理解によれば,柳 沢は東京

に電文を送ってこの合意案について指示を求めたが,本 省はこの合意案に

は賛成せず,日 本文化会館についての事項のみについて合意をとりつける

よ うに指示 したため,7月 に一旦 日本に帰国して本省の説得にあたったと,

認識されているas。

日本外務省では,柳 沢がタイに出発 した後,柳 沢のタイ側 との交渉とは

無関係に日タイ文化協定案が修正を経なが ら纏め られていっていた。柳沢

が回想す るように,協 定案の作成については日本が 「楽屋」であり,柳 沢

の赴いたバンコクは楽屋における周到な準備の上にのみ成 り立つ 「舞台」

であった[柳 沢1943:17]。5月27日 に 日タイ文化協定案の第2次 打合会

が南洋局第2課 長東光武三の呼びかけで開催 され,第1次 修正案をもとに

審議がなされてい るas。この第1次 修正案は,条 約局と南洋局によって作

成 されたもので,19条 から構成 されていた。協定の目的は 「世界新秩序建

設に相応 しき大東亜文化を興隆するに努め以て世界文化の向上に寄与」す

ることに置かれた。 これは,日 泰文化協定に先行する日独,日 伊の各文化

協定が,わ ずか4条 で構成されてお り,そ の目的も単に両国の文化関係の

増進に よる友好お よび相互的信頼関係の強化にのみ置かれているのとは大

きく異なっている[国 際文化振興会1939a,1939b]。 内容は,日 独,日 伊の

各文化協定が,「 学術,美 術,音 楽,文 学,演 劇,映 画,写 真,無 線放送,

青少年運動,運 動競技等」が一括 して列挙されているにすぎないのに対し

て[国 際文化振興会1939a:3-4,1939b:43-44],日 泰文化協定案には,文 化

協力,学 術 ・文化会議の開催,学 術 ・文化施設の設置協力,大 学等におけ
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る他方文化 ・言語の教育,教 授 ・学者 ・芸術家等の交換,学 生 ・生徒の交

換,中 央文化機関の設立,図 書 ・芸術作品等の交換 ・充実,展 覧会の開催,

放送の交換,旅 行団 ・見学団等の交換,両 国混合委員会の設置 といった事

項について具体的な言及がなされている。 とくに東京およびバンコクにお

ける文化(紹 介)機 関の設立と混合委員会の設置は,日 伊,日 独協定に見

られないものである。それぞれの首府に置かれ る両国混合委員会は,外 務

大臣の指名による委員長以下,関 係官庁職員や学術団体等の代表者,他 方

の国の大使館員などによって構成 され,文 化協定に関連する各種事業の実

施方法を協議し,そ の具体案を自国政府に建議 し,各 種斡旋を実施するこ

とが任務 とされた。少なくとも年4回 の開催が規定されている46。

第2次 修正案は,5月27日 の第2次 打合会での論議をもとに,す なわち

5月27日 以降に作成された ものであると考えられ る。第2次 修正案では,

協定締結の目的が,第1次 修正案の 「世界文化の向上に寄与」することか

ら 「新秩序文化の創造に貢献」することに変更され ている47。

第3次 打合会は6月8日 に開催されている 娼。 ここでの論議をもとに作

成された と考えられる第3次 修正案では49,条 文の構成が大規模に改訂さ

れ,前 修正案までの19条 構成は15条 構成に整理 された。これは内容の削

除によるものではなく,関 連 した内容に関する2つ 以上の条文を1つ の条

文に整理統合 したことによる。 「両国混合委員会」 は,「文化連絡協議会」

と名称を変えている。委員会構成の細 目も削除され た。

第4次 打合会が実施されたか どうかは記録が見当たらないが,第4次 修

正案は6月20日 に作成 されているs°。ここでは,条 文の整理が より進めら

れ,よ り合理的な配置になっている。

また,日 付は記 されていないが,日 泰文化協定締結の基本方針を物語 る

のが 「日本国 『タイ』国間文化協定締結方針要綱」である51。史料綴 りで

は,第4次 修正案のすぐ後に綴 じ込まれている。表1に 見られるような条

文の比較によって も,「方針要綱」は,第4次 修正案の影響を表現面に多

く残 しなが ら,そ の批准や効力などについて定めた型式は8月 以降の 「協
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表1日 泰文化協定諸案比較表

名称 日付 条文数

前文 第ll条 第12条 第12,13条 第14条

締結主体 目的 全権委員 文化紹介機関 文化連絡協議会
協議会

構成細目
官憲 批准 批准地 効力

第1次 修正案 4124? 19 政府
世界文化の向

上に寄与
一 8東 京,バ ン コ ッ

クに中央文 化機 関

17東 京バンコクに

両国混合委員会
0 一 署名の日

より実施
一 一

第2次 修正案 一 19 政府
新秩序文化の
創造に貢献

一 8東 京,バ ン コ ツ

クに中央文化機 関

17東 京バ ンコクに

両 国混合委員会
0

17,18権 限

あ る官憲

署名の日

より実施
一 一

第3次 修正案 一 15 政府
新秩序文化の

創造に貢献
一 12東 京,バ ンコ ッ

クに中央文化機 関

13東 京バンコク文

化連絡 協議会
一

13,14権 限

ある官憲

署名の 日

より実施

一 一

第4次 修正案 6/20 15 政府
新秩序文化の

創造に貢献
一 12東 京,バ ンコ ッ

クに中央文化会館

13東京バンコク文

化連絡協議会
一 13,14権 限

ある官憲

署名の日
より実施

一 一

締結方針要綱 一 15 一

世界の新秩序
に相応 しき文

化の創造に貢

献

一 12夫々の首府に中

央文化会館

13東 京バンコク文

化連絡協議会
一 13,14権 限

ある官憲
批准 東京 10年
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1942年 日泰文化協定をめぐる文化交流と文化政策

定案」に近いことか ら,6月 末から8月 初頭までの間に作成 されたもの と

考えられる。

根本方針 として,第1に,「 従来の日独,日 伊,日 洪,日 伯の各文化協

定 と趣を異にし具体的に実施事項の各に付規定を設 くること」が挙げられ

ている。その理由のひとつは,「将来締結せ らるへき 日仏印,日 比,日 緬等

の文化協定乃至は東亜共栄圏諸国聞国際文化協定の基本型 とする為」であっ

た。また,根 本方針の第2に は,「 規定の内容は双務的 とすること」が挙

げ られている。ただ し,そ の本音は,「本協定の規定内容は我国のタイ国に

於ける又は同国に対する活動を主目的 とするもの」であるが,「タイ国の対

面を考へ規定上は双務的と為すこと適当なるへ し」 としている。また,批

准条項を設けることが新たに挙げられている。 これにより,批 准,効 力の

規定が新設 されている。第4次 修正案までは署名の 日より実施されるはず

だ ったものが,批 准を要するように変更された。また,第4次 修正案まで

は効力についての規定はなかったが,新 たに10年 間の有効期間が設けら

れた。

8月 に入ると,文 化協定案は外務省内においてほぼまとまった。10日 に

は 「日泰文化協定」の最終案ができ,13日 にはその英訳 も完成 している52。

全体では14条 構成に落ち着き,締 結主体は,こ れまでの両国政府か ら,日

本国天皇とタイ国皇帝に改められた。全権委員,全 権委任状の記述も新設

された。詳細を定める機関は,「権限ある官憲」であったものが,「 外交機

関」に改め られた。

これを受けて,8月25日 もしくは26日 に,東 郷外相はディレーク駐 日

大使を呼び出してタイ 日文化協定の原案を手交 し,タ イ政府に継送するよ

う依頼 した[Direk1970:160]。 ディレークは電話で ウィチ ット外相 と話

し,8月20日 頃駐タイ日本大使館の石井康参事官が ウィチ ットに面会 して

文化協定締結の打診を行っていたことを知 った[Direk1970:160]。1942

年9月25日 付のタイ外務省覚書では碍,ディレークの回想 と日付が若干異

なっている。それによれば,9月 はじめ,石 井参事官がウィチッ ト外相に,
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日本外務省が柳沢の案に承認を与えたため,ウ ィチ ットに柳沢との合意に

沿った協定の原案を作成するよう依頼 した とされる。その2日 後,デ ィ

レーク駐 日大使が ウィチッ ト外相に,日 本に新しい省(大 東亜省)が 設置

されること,本 件 も新省の管轄 となって しまうため,新 省設立以前9月 中

に日本外務省が協定原案を作成することを伝えた。その3日 後,デ ィレー

ク大使 より日本政府か ら協定原案を入手した旨を受電 した。 しかし原案を

電文で送ると誤伝の惧れがあるため,原 案は駐タイ日本大使館から受領す

るように依頼 され,日 本大使館は9月19日 に原案をタイ外務省に届けた。

ディレークの回想 と外務省覚書には10日 ほどの日時の差異があるが,い

ずれにせ よ,こ れ により,こ れまで日本政府内において単独で練 られてき

た協定案が,タ イ政府に諮られ 日タイ外交交渉の場に持ち出されることに

なった。 タイ側では,柳 沢 との合意事項,す なわち南方アジア文化施設の

設立の件が,こ の 日本側原案に当然反映 されていることを期待 していた54。

しか し,こ の原案は柳沢のタイでの交渉とはほぼ無関係に外務省内で作成

されたものであ り,ま た柳沢自身の受け止め方 もウィチ ッ トらのタイ外務

省側 とは異なっていたために,南 方ア ジア文化施設設立の件など,日 泰文

化協定案に反映 されているはず もなかった。タイ外務省は,こ の協定が①

柳沢 との合意事項に触れていないことと②細目についての規定がないこと

に不満をもったが,大 東亜省設置の時間的制約を重大視 し,早 期締結の方

針を固めた55。なぜなら,細 目についての規定がないこの協定が締結 され

ても,日 タイ相互の 「外交機関」の新たな交渉による細部の協議がなけれ

ば協定の現実化 とくに文化会館設置などは実施できず,新 たな交渉が必要

であることに望みを繋いだか らである酪。その際,8月5日 段階まで 「権限

ある官憲」の協議によるとされてきた細部の交渉が,8月10日 以降 「外交

機関」の協議に変更 されていたことが,大 きな意味をもった。タイ側は,

通常 「権限ある官憲」 とされる部分が 「外交機関」とされているのは,日

本外務省が本件 を大東亜省に移管せず 自ら交渉を行うつ もりであるか らだ

と理解 したのである57。
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1942年 日泰文化協定をめぐる文化交流と文化政策

11月1日 の大東亜省設置によってタイとの関係が外務省の主管から外れ

る直前の10月28日,日 泰文化協定は東京において,外 務大臣谷正之と駐

日大使ディレークの間で調印 された。協定は,12月21日,バ ンコクにお

いて予定通 り批准され,発 効 した闘。10月28日 のタイのラジオ放送では,

日本人の心理的統一性が称揚され,日 本とタイは兄弟で共に助け合わねば

ならないと放送された59。1943年3月19日,文 化協定成立祝賀立食宴が駐

タイ日本大使官邸で開催 され,ウ ィチッ ト外相と坪上大使は 「相手国の繁

栄を祈つて杯を挙け音楽映画を折込み歓談を続け盛会 を極めた」とい うh°。

この文化協定は 日本にとって6番 目の ものではあったが,「 大東亜共栄

圏」内における最初の文化協定 となった。

バンコク日本文化会館については,1943年3月 には日本大使館からタイ

政府あてに公文をもって設立が通告 された61。対タイ文化工作の使命を,第

1に 日本文化の 「対泰宣揚」,第2に 「タイ国人に対す る直接間接の啓蒙工

作」 とする柳沢により[柳 沢1943:129],実 際にはバンコクのチャオプラ

ヤー川河畔の2階 建て家屋に5.月 に発足 した とい う[市 川1994:91]。 建

物の手狭さか ら,東 京では新文化センター建設が計画されたが,戦 局の悪

化により結局頓挫 してしまった[市 川1994:91]。 市川は,こ の文化会館

について,結 局のところ日本語学級を除いてほとん ど計画倒れに終わった

と結論 している[市 川1994:92]。 しか し,こ の日本語学級です ら,1942

年頃からタイ語尊重運動が強化され 日本語を含む外国語学習が制限された

ため,変 名で身分を隠 して学ぶ者 も少なくなかった とい う[平 等1943:62]。

平等はこれを 「国粋主義の現れであつて外国の文化侵略を恐れる為である

らしい」 と推察 している[平 等1943:62]。 ピブーンの回想によれば,タ

イ人の日本語学習を牽制するため,公 務員の外国語 学習にはピブーン自身

の許可を必要 とするよ うに し,日 本語学習願をすべて握 りつぶ した という

[Samakhomnakkhawhaengprathetthai1973:442]。 また,日 本側が柳沢の

報告に登場するタイ側の 「国際文化機構」であると誤解 した可能性のある

国家文化院62は,実 は日本の文化進出を妨害するた めに設置したのだ とい
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う[Samakhomnakkhawhaengprathetthai1973:440-441]。 柳沢が信じてい

たような 「日泰会館」の建設も,ま たそこにタイ側の 「国際文化機関」 と

ともに 日本文化会館が入ることも,結 局は現実化 しなかった。宣伝局のサ

ン ・バ ッタノータイの回想記によれば,文 化協定締結当初は日本がタイ文

化を評価 したのだ と思 ったが,東 京から日本宣伝のラジオ放送を流 してき

ても,バ ンコクか らタイ宣伝の放送を日本に流すことは認められず,結 局

はタイのみが律儀に協定を守って日本か らの宣伝の一方通行になって しま

い失望 したとい う[Sang1956:410-411]。 日本の意図した単方向の文化 「交

流」は,タ イ側の日本への不信と不満の念を余計に煽るだけの結果に終わっ

た。

このころ,日 本はタイにおける軍費の調達のため,タ イ政府 と軍費交渉

を進めていた。 この結果,1942年6月18日 には特別円決済に関す る協定

お よび借款協定が締結された[村 嶋1992:35]。 これにより,1942年 下半

期以降,タ イ政府は日本側から軍費を求め られ るたびに紙幣の増発を実施

し,深 刻なインフ レを招いていった[村 嶋1992:37-38,42]。

また,1943年11月 には東京において大東亜会議が開催されたが,日 本

政府の要請にもかかわらずピブーン首相は参加を見送 り,代 理 としてワン

ワイタヤコーン親王を会議に参加させた。

次第に戦況が悪化し敗戦色が濃 くな り,商 品の不足,物 価の高騰や連合

軍の爆撃などによってピブーン政権への不満が増す と,連 合軍に通 じて地

下で活動を行なっていた自由タイ運動が活発化していった。1944年7月,

議会によるピブーン政権の遷都案否決を直接的契機 として,ピ ブーン内閣

は総辞職 し,ク ワン ・アパイウォン内閣が成立する。1945年5月 ラングー

ンおよびベル リンの陥落以降,対 日協力冷却は歴然 としたものになってい

く[太 田1971:184-187]。 日本が連合国に降伏すると,タ イは対英米宣戦

布告を無効 とす る宣言をし,つ いには敗戦国 となることを免れた。

1945年9月11日,タ イ政府は在バンコク日本大使館に対し,日 本大使

館および領事館の機能停止を命じて外交関係を停止させ,ま た戦時中締結
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の条約,協 定,取 極の一切および戦前締結の2個 の政治的条約すなわち

1940年 日泰間友好和親条約および1941年 保証お よび政治的了解に関す る

日泰間議定書の廃棄を通告 した63。 日泰文化協定も,戦 時中に締結 された

条約のひとつであ り,こ こに廃棄されるにいた ったのであった。

むすび

以上,ア ジア文化交流の一側面 として,1942年 前後の日本お よびタイに

おける国内文化政策および対外文化政策を概観 した後,日 泰文化協定を舞

台 として両国の国内 ・対外文化政策がどのように切 り結んでいったかを観

察 してきた。

日本は,国 内文化政策 としては,国 力に余裕があ った時期には国民の 日

常生活とは遊離した芸術文化に特化した政策を,戦 時体制の中では生活統

制の心理的援護手段 としての泥縄式の文化政策をのみ展開 してきた。いず

れにせよ,日 本は国内文化政策に重点を置いておらず,国 民の文化的統合

とい うような理念は意識 されなかった。 しか し対外文化政策には,貧 困な

国内文化政策に比べれば体系的な枠組みの下,積 極的に取 り組みを進めて

いった。

それに対 してタイでは,ピ ブーン政権の国家建設政策の下,文 化政策が

国家の中心的主題 とされ,法 的枠組みを構成 しつつ,国 民の 日常生活に密

着した文化の再編に強引に取 り組んでいった。国民の文化的統合,意 識化

された国家文化像が,服 飾などの外見的具体性を伴 って明確に打 ち出され

ていった。芸術の振興 とい うよりも,む しろ国民の生活に直接結びついた

ところでの文化政策が実施 されていく。一方タイは,し か し対外文化政策

に関しては,そ れほど積極的な政策を展開 していったわけではなかった。

この両国が,第2次 世界大戦の状況下で政治的親密性を増加 させること

により,つ いには文化協定を締結することになった。この1942年 日泰文

化協定の特徴をま とめてみると,① 文化協定締結を発案 したのは日本側で
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あ り,日 本側は協定の表面上はタイの体面を考えて双務的協定としたが,

実際に想定 していたのは日本のタイに対す る一方的活動を主 目的 としたも

のであった。②タイは自国が 「南方アジア」の中心であることを日本に認

めさせる目的もあって協定締結に合意 した。③ しかしタイ側の②の意向は

日本側協定原案には反映 されずタイは不満を募 らすものの,大 東亜省新設

に伴 う焦燥感に煽 られる形で消極的に協定を締結 した。④結局,戦 局の悪

化もあって,文 化協定 も日本文化会館 もそれほどの効果を挙げることはで

きないまま,敗 戦によって文化協定は廃棄されてしまった。

では,日 泰文化協定は,日 本 ・タイそれぞれの国内文化政策にどのよう

な影響をもたらしただろ うか。 日本は戦局の悪化と,タ イを啓蒙するとい

う過剰な自信と,そ して何より国内文化政策推進への消極性か ら,タ イ と

の文化交流により自国文化を再構成 していく現実的な方途はなかった。タ

イの場合には,テ ームスックは,日 泰文化協定を,世 界列強がタイ文化を

ついに認めたとす るタイ人への心理的励ましになったとする肯定的な見方

も出 している一方[Thamsook1978:246-247],ピ ブーン政権の文化政策が,

タイの由緒ある高い文化 ・文明を日本に対して示す ことで見下 されないよ

うに し,ま た日本文化が タイに流入することを防ぎ牽制する意味があった

とするピブーン自身の説を引用 している[Th蜘suk1976:146・147]馴 。ま

た,吉 川は,タ イ文化の洋風化に努めていたピブーンが,タ イの伝統舞踊

や絵画彫刻育成に目を向け1943年 に芸術大学を設立し,伝 統楽器による

楽団を編成 し,東 北タイのフォークダンス 「ラム ・ウォン」を流行させた

りしたのは,日 タイ文化協定により日本文化会館が設立され 日本文化が紹

介され出したのに対抗する意味があった可能性を示唆 している[吉川1982:

380]O

T酸msukや 吉川の見解が正しければ,日 泰文化協定 と日本文化会館によ

るタイに対する 日本文化紹介は,タ イの国内文化政策の推進に期せず して

拍車をかける結果を生んだ といえる。 もちろんピブーン政権の国内文化政

策は,日 泰文化協定成立以前の1941年 にはすでにひ とつのピークを迎え
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1942年 日泰文化協定をめぐる文化交流と文化政策

ていることを考えれば,日 タイ間の政府間の 「文化交流」が タイ国内の文

化政策に多大な影響を与えた とはいえないだ ろうが,吉 川の示唆するよう

に国内文化政策の方向性を変化させるな ど何らか の影響を与えた可能性は

ある65。タイ政府は日本の積極的な対外文化政策 による文化進出に対 して

危機感を覚え,外 国文化の進出に直面 して 「タイ文化」を強固に意識化 し

実体化することによって日本文化がタイ国民を席巻することを抑止 しよう

とする文化 「防衛」意欲を掻き立て られる形で,国 内文化政策を進めたこ

とになる。一方タイ側は,日 泰文化協定に規定されているように日本に文

化会館を開くこともできず,日 本に対する文化 「攻勢」に出ることもなかっ

た。

国内文化政策,対 外文化政策を総合的に捉えて文化政策を分析 してみる

と,対 外文化政策をより重視 した日本 と,国 内文化政策をより重視 してい

たタイとは,政 府主導の文化交流を実施 しても,結 局のところ相互に噛み

合わなかったことがわかる。

日本や列強国は,対 外膨張のために 「対外文化政策」に重点をおいたた

め 「文化協定」の締結にも熱心であったが,タ イはむ しろ国民国家の建設・

維持が優先課題であったため対内文化政策に重点を置いてお り「文化協定」

締結をはじめとする対外文化政策に真摯な必要性を感じていなかったのだ

と考え られる。特に日本は,国 内文化政策を軽視 していたため,国 内文化

政策に裏打ちされていない,中 身のない対外文化政策 を展開するしかなかっ

た。国力に余裕があれば,歌 舞伎や能などいわゆる 「日本の伝統文化」の

紹介に落ち着いていただろう。これ らも,日 本国民の日常生活 とはほとん

ど関連をもたず,実 際に国際文化交流の中で,ど れほど意味があったかは

疑問である。 さらに,国 力に余裕がな くな り情勢が逼迫してくると,文 化

外交 として実施できる選択肢として残されるのは日本語教育のみになった。

戦局の悪化の中,バ ンコク日本文化会館が日本語学級しか展開できなかっ

たのは,だ か ら社会情勢の圧迫によるだけではな く,よ り根源的な日本の

対外文化政策の理念に問題があった ともいえる。

..



一方タイは,自 国の文化的国民統合を成 し遂げ 「文明国」の仲間入 りを

するために,「 国家文化」の形成に夢中であった。まずは育成中の 自国の

「国家文化」の保護 こそ文化政策上の最優先課題であり,悪 意はな くとも外

国文化の進出は 「国家文化」に脅威を与える 「文化侵略」として認識され

がちにな り,文化交流の美辞麗句より文化の防衛に重点をかけることになる。

このような視点 に立てば,日 本の主動によって締結された日泰文化協定

は,そ の所期の目的である 「両国間の文化関係を更に増進」することによ

る友好関係の一層 の 「強固」化を果たすことはできず,む しろ両国間の摩

擦を増加させるだ けの皮肉な結果に終わって しまった とも見える。それは

当時の戦局悪化状況ばか りによるのではなく,む しろ両国政府文化交流政

策の接点の構造的 矛盾によるものであったと考えられるのである。

注

1国 際関係 論の 立 場 か ら,た とえば 平野編[1999]に 代表 され るよ うな平 野健

一郎 らの 一連の 研 究 が顕 著で あ る
。ま た桜井 光堂[1965]は,政 策 学 の立 場か

ら,「 国際 文化政 策」 につ い て理論 的 に論 じて いる。

2文 化協 定の流 れ につ い ては,Dollot[1965]やMitche11[1990]の 研 究 に詳

しい。

3Mitche11[1990:14,115-120]や 桜 井[1965:51-52],Dollot[1965:39-40]

は,両 者 の関係 に つ いて理 論的 な 立場 か ら,あ るい は実務 的 な立場 か ら考察 し

てい る。

4国 内に おけ る 「文 化政 策 」 とは,UNESCOの 定義 に よれ ば 「一定 の 時間 に

おい て当該社会 に入 手 し うる全て の物 質的お よび 人的 資源 の最 適 な利用 を通 じ

て,あ る文 化的要 求 を満 たす こ とをめ ざす,あ る社会 にお け る意 識 的か つ慎 重

な利用,行 為,も しくは行 為の 欠如 の総体 」の こ とを い う[UNESCO,1969:10]。

5Hobsbawmら の 「伝 統 の創造 」に つい ての研 究は,こ の よ うに近 代国 民国 家

の 中で の文化 の 問題 につ いて 意 識 した研 究 の 中で 高 く評 価 され て い る[Hob-

sbawm&Ranger1992]。 またAndersonの 『想像 の共 同体 』にお い て指 摘 され

る 「国民」の虚 構 性 に つい ての 問題 に も,文 化が 深 く関わ って い る[Anderson

1987]。 文化 ナ シ ョナ リズ ム につ いて は,Hutchinsonの 研究 があ る[Hutchinson

1987]。 日本 で は,た とえ ば西川 らに よる近 代 日本 の国民 国家 形成 と文 化 との

一190一



1942年 日泰文化協定をめぐる文化交流と文化政策

関連 に つい ての 問題 関心 か らの研 究や[西 川 ほか編1995],文 化ナ シ ョナ リズ

ム につ いて の社 会学 的 分析 と して吉野 の研 究な どがあ る[吉 野1997]。 文 化人

類学 の 立場 か らも,文 化 に対す る政 府の 関与 につ いて た とえ ば鏡 味[2000]の

研究 な どが あ る。

6タ イ で は,第2次 世 界大 戦期 の ピブー ン政権 に おい て 文 化政 策が 政治的 に重

要 視 され てき た こ とが 知 られ てい る。 タイ 現代 史 を扱 った 論 文 には,こ の文 化

政 策 につ いて 必ず触 れ られ て いる。タイ の近現 代 文化 政 策 史 を 中心的 に扱 った

もの と してReynolds(ed.)[1991]やMulder[1997]な どが 挙げ られ る。 ほ

かにTh色msuk[1976],Thamsook[1977,1978],Chamvit[1974],吉 川[1982],

Reynolds[1993]な どが第2次 世 界大戦 期の 日タイ関 係 を論 じる上で ピブ ーン

政権 の文 化政 策 に も言 及 してい る。

7ThaemsukとThamsookは 同一 人物で あ るが,英 字 で の氏 名表 記 とタイ文 字

表記 のア ル フ ァベ ッ ト翻 字 法に よる表記 との差が 生 じて い る。

8文 学 者 岸 田国 士 の文 化 部 長就 任 につ い て は,渡 辺[1982:164-194]に 詳 し

い。文 化部 長 と して の岸 田 の抱負 は,昭 和研 究会 に お い て東 亜新 秩 序論の 理論

化 に取 り組 んだ 三木 清 らと共通す る もので あ った とい う[渡 辺1982:164-194]。

9日 本 の対 中 国文 化政 策 につ いて は,Teow[1999]な どに 詳 しい。 文化 事業

部 の官 制 の変 化につ い ては 河村 一夫[1967]や 外 務省 百 年 史 編纂 委 員会[1969]

を参照 。

10中 国側が 「対 支」 とい う冠詞 を好 まない ため に この機 会 に これが 省かれ たが

[河村1967:86],こ の時 点 で は,業 務 が 中国 以外 に対 す る文 化事 業 に まで広

が ったわ けで はな い。

11国 際文 化振 興会 につ い ては 芝崎[1999]に 詳 しい。

12そ の業 務 は,予 算 か ら見れ ば,た とえ ば国際 文 化振 興 会,国 際 学 友会,国 際

映 画 協会,日 仏 会館,日 独文 化協 会へ の補助 な どが 挙げ られ る[河 村1967:92]。

13文 化 事業部 第3課 箕輪 三郎 事務官 の研 究 を纏 めた もの で あ る[外 務省 文化事

業部1938:ま へ が き]。

14大 政 翼 賛会 文 化部 長 で あ った 岸 田は,パ ン フ レ ッ ト 『文 化 の 新体 制』 の 中

で,「 香 り高 い 日本 文 化 の伝 統 を も う一度 現 代の 生活 の 中 に生 か し,一 方海外

文 化の 長所 を吟 味採択 し,そ の上 に立つ て,ほ ん た うに わ が民 族 の天賦 を誇 り

得 る,東 亜 新 文化 の樹立 を先づ完 成す る こ とが急 務 」で あ る と述べ てお り[岸

田1940:6],国 内 ・対 外 両面 にわ た る文化政 策 の必 要性 を認 識 してい た こ とを

感 じる こ とがで き る。同様 に三 木清 も,文 化政 策 あ るい は 「文 化 の発展」 にお

いては 外国 文化 との接 触 に よ りその長所 を得 て 日本 文 化 を再 構 成す る必要性 を

論 じてい る[三 木1940:15]。 ともに,文 化を他 国 に進 出 させ るこ とに よ り文

化 的ヘ ゲモ ニ ーを握 ろ うとす る輸 出型 であ る よ りは,他 国 の 文 化の長所 を取 り

入 れ て 日本 文 化を 再構成 しよ うとす る輸 入型 の認 識で あ る こ とは興味 深い 。
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15日 洪文 化協 定 につ いて は百 瀬[1984]に 詳 しい 。

16政 治 史の 中 で はそれ ほ ど紙 幅 を割か れて い ない が,文 化協 定締 結 の記 念 に出

版 され た2冊 の 小冊 子,国 際文 化振興 会[1939a,1939b]に それ ぞれ の 協定 全

文,政 府 の 声 明,協 定 成 立記 念会 の講 演な どが 収録 され て い る。

17こ の よ うな 文 化協 定締 結 の流れ に並 行 して,日 本 政府 は各 国 との 文化 交流施

設 の設立 も実施 して い る。1938年11月 に はニ ュ ー ヨー クに 日本文 化会館 を設

立 した。館 長 に は 内務 省 出身 の前 田多門(の ちの文 部大 臣)が あ た った[前 田

1947:202]0

18ウ ィチ ッ トの 文 化政 策 へ の貢献 につ いて は,Barme[1993]に 詳 しい。

19ピ ブ ー ン政 権 のい う 「文 化」 は,「 仏暦2485年 国 家文 化 法」 第4条 に よれ

ば,「 美 しい繁 栄 発展,整 然,国 民 の進 歩 団結,お よび 民 衆 の良 い道 徳 を表 明

す る状 態 を 意 味す る」 と規定 され てい る[Ratchakitchanubeksa1942(59・63):

1745]0

20英 語で は"nationalconvention"と 称す る と公 式に規 定 され て い る。 日本 語 で

は,当 時 の 記 事 にお い ては 「国民信 条」 とい う訳語 が使 用 され てい る。

211,国,人 民,お よび 国籍 の名称 使用 につ い て(1939.6.24.),2,国 家 に起 こ

る で あ ろ う危 機 の 防 止 の につ い て(1939.7.3.),3,タ イ 人民 の呼 称 に つ い て

(1939.8.2.),4,国 旗,国 歌,国 王 讃歌の 尊重 につ い て(1939.9.8.),5,タ イ 人

民 に努め て タイ 国 内 にお いて産 したか生 産 され た 使用 品 食料 品 を使 用 させ る

件 につ い て(1939.11.1.),6,国 歌 の旋 律 お よび 歌 詩 につ いて(1939.12.10.),

7,タ イ 人民 に 協 力 して 国家建 設す る よ う呼 び掛 け る件 につ いて(1940.3.21.),

8,国 王讃 歌 の 改 訂 につ いて(1940.4.26.),9,タ イ語 と文字 お よび善 き市 民 の

義務 につ い て(1940.6.24.),10,タ イ 人民 の 服 飾 につ い て(1941.1.15.),11,

タ イ 人 の 日常 業 務 に つ い て(1941.9.9.),12,子 供 と老 人 へ の 援 助 に つ い て

(1942.1.28.)

22R互tchakit6hanubeks且1940(57):518

23Ratchakitchanubeksa1940(57):519

24Ratchakitchanubeksa1940(57):520

25「 仏暦2485年 国家 文化 育成 法(第3版)」 も8月25日 に公 布 され てい るが,

これ はそ の 管 轄 の変 更 につ い てのみ 改 正 してい る[R盃tchakitこh巨nubeksa1942

(59-57):1598-1600]a

26Ratchakitchanubeksa1942(59-29):906

27R巨tchakitるhanubeksa1942(59-63):1746-1747

28下 半 身 を覆 う着 衣 の一 形 態。腰 に巻 い た布 の端 を棒状 に巻 い て股 の 間 に通

し,そ の先 端 を背腰 の ところに差 し込ん で着 る。

29下 半 身 を覆 う着 衣の 一形態 。両端 を縫 い合 わせ た腰 布 に足 を通 し腰 に巻 いて

着 る。
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30ピ ブ ーン政 権期 にお ける服 飾政 策 の展開 につ いて は,別 稿 を用 意 してい る。

31Ratchakitchanubeksa1942(59-63):1747

32Ratchakitchanubeksa1942(59-63):1748

331949年5月11日,国 号 は再 び タイ に変 更 されて い る。

34Ratchakitchanubeksa1944(61-68):1042

35タ イ外 務 省発 行の 条約 集 は,現 在効 力のあ るな しに 関わ らず タイ 国が締結 し

た2国 間条約 につい て 「す べ てを」収集す るこ とをそ の使 命 に して い る[Krom

Sonthisanyalaekotmai1970:(1)]a

36ア ン グ ロ ・サ ク ソン 系の 国 々は,政 府 の文 化活動 の権 威 を認 めて いな い慣 行

等 か ら文 化協 定締結 に消極 的 で あ った とい う[Dollot1965:19-20]。 しか しタ

イは,上 述 の よ うに国 内文 化政 策 を展開 した ので ある か ら,政 府 が 文化 に介 入

す る こ とに歯止 めがか か ったた め文化協定 を締結 しなか った とは 考 え られな い。

37タ イ 国立 公文 書館 に は,こ れ よ り先 の1942年1月 に 「タイ 日間 文化振 興 」

の件 につ いて の文書 が 存在 す るが,こ れ は 日本 の 国際 学友 会 か らタイ教 育省 に

あて て打診 の あ った 日タ イ間文 化振 興 のた めの教 員,学 生 交換 につ い ての文 書

で ある[タ イ国立公 文 書館(3)SR.0201.55/10]。

38外 務省 外交 史料館B1.0.0.J/SI2,条 約 局 ・南洋局 「文 化的協 力 に関す る 日本

国 『タイ 』 国間協定(第1次 修 正 案)」

39「 四月 二十 四 日」の手 書付 記 の横 には,「 原案 ハ柳 沢 公使 二 二十 三 日手 交」の

手書 付記 が ある。 この 「原案 」は,お そ ら く第1次 修 正 案 以前 の ものだ ろ う。

な お,柳 沢 公使 とは,バ ン コク 日本文 化会館 館長 に就 任 予定 で あ った柳 沢健 の

こ とで あ る。

40ニ ュー ヨー ク 日本 文化 会館qapanInstitute)は,ロ ック フェ ラー ・セ ンター

に1938年 に開設 され た 日本 文 化紹介 施設 で あ り,館 長 には 内務 省 出 身の前 田

多 門(の ちの文 部大 臣)が 着任 した[前 田1947:202-207]。 就 任 につ いて は国

際 振興 会 か ら前 田 に対 して打診 が あ り,前 田が就 任 を承 諾 したの が1938年 夏

の こ とで あ った[前 田1947:202]。

41柳 田は バ ンコク を含む 日本文 化会館 の構 想が 「七,八 年前 す で に外 務 当局お

よび 国際 文化振 興会 当局 の 頭 にあつ た」 と書い てい るが[柳 沢1943:111],こ

の 「七,八 年前 」の基 点 を設立 準備 時 も しくは執筆時 の1942,3年 頃 と考 え る

と1935年 頃 には構 想が 生 じて いた こ とになる。

42外 務省 外交 史料館B1.0.0.J/SI2,1942年3月28日 付 東京 日々新 聞 「日本文

化 の殿 堂」,1942年4月10日 付 朝 日新 聞 「文化 交流 の 春 開 く」

43タ イ国 立公 文書館(3)SR。0201.55/21,外 務 省 「タイ 日間文 化協 定 につ い て

の外 務省 覚書」1942年9月25日

44タ イ国 立公 文書 館(3)SR.0201.55/21,外 務 省 「タイ 日間文 化協 定 につ い て

の外 務省 覚書」1942年9月25日
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45外 務 省外 交 史料 館B1.o.o.J/SI2,日 タ イ文 化協 定 案第 二回打 合会 案 内

46外 務 省外 交 史料 館B1.o.o.J/SI2,条 約 局 ・南 洋局 「文 化的 協 力に 関す る 日本

国 『タイ』 国 間協 定(第 一 次修 正案)」

47外 務 省外 交 史料 館B1.o.0.J/SI2,条 約 局 ・南 洋局 「文 化的 協 力に 関す る 日本

国 『タイ』 国 間協 定(第 二次修 正案)」

48外 務 省外 交 史料 館B1.0.o.J/SI2,「 日 『タ イ』文 化協定 案第 三 次打合 会 開催 の

件」

49外 務 省外 交 史料 館B1.0.0.J/SI2,条 約 局 ・南 洋局 「日本 国 『タイ』 国 間協定

第四 次 修 正案 」1942年6月20日

50外 務 省外 交 史料 館B1.o.o.J/SI2,条 約 局 ・南 洋局 「日本国 『タイ』 国 間協定

第 四次 修 正案 」1942年6月20日

51外 務 省外 交 史 料館B1.o.o.J/SI2,「 日本 国 『タイ』国間 文化協 定締 結方 針 要綱 」

52外 務 省外 交 史 料館B1.0.o.J/SI2,「CulturalAgreementBetweenJapanandTail-

and」1942年8月13日

53タ イ 国 立公 文 書館(3)SR.0201.55/21,外 務 省 「タイ 日間 文化 協定 につ い て

の外 務 省 覚書 」1942年9月25日

54タ イ国 立公 文 書館(3)SR.020L55/21,外 務省 「タイ 日間 文 化協定 に つい て

の外 務 省 覚書 」1942年9月25日

55タ イ 国 立公 文 書館(3)SR.0201.55/21,外 務省 「タイ 日間 文化 協定 に つい て

の外 務 省 覚書 」1942年9月25日

56タ イ国 立 公文 書 館(3)SR.0201.55/21,外 務省 「タイ 日間 文化 協定 に つい て

の 外務 省 覚書 」1942年9月25日

57タ イ国 立 公文 書館(3)SR.0201.55/21,外 務省 「タイ 日間 文化 協定 につ い て

の 外務 省 覚書 」1942年9月25日

58外 務 省 外交 史 料 館B1.o.0.J/SI2,外 務 省条約 局 『条約集 』20-53(642)

59タ イ 国立 公 文 書館(2)SR.0201.18.1/6,「1942年10月28日 ラ ジオ放 送マ

ン ・チ ュー チ ャ ー ト氏 とコン ・ラ ックタイ氏 の 会話 台本 」

60外 務 省 外 交史 料 館B1.o.o.J/SI2,1943年3月30日 坪 上大 使発青 木 大東 亜大

臣 宛電 文 第565号 「日 『タイ 』文 化協定 成立 祝 賀 の件」。 なお,1943年11,月,

日泰文 化 協定 締 結1周 年記念 の懸賞 論 文が タイ で募 集 された 。課 題 は 「タイ文

化 の使 命 」 と 「タイ若 人の抱 負」 であ った[KromKhotsanakan1943:1121]。

芝 崎 は1944年 日本 におい て実施 され た締結2周 年記念 懸賞 論文 募集 につ いて,

そ の 題 目が 「日本 文化 の使命 」,「日本若 人 の抱 負 」で あ った こ とか ら,「 お よ

そ2国 間 の 文 化協 定 を記念す る懸 賞論 文 にふ さわ しくない題 目」であ る として

「本懸 賞論 文 は,そ の まま 当時 の 日泰関 係 の本質 を 象徴 して いる」と見るが[芝

崎1999:171],タ イに おいて 同様 の懸賞 論文 募 集が 実施 され てい た こ とを考 え

れ ば 必ず し もそ うはい い きれ ま い。
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61外 務 省外 交 史料館B1.o.o.J/SI2,1943年3月4日 坪 上大使 発青 木大 東亜 大 臣

宛電 文 第398号 「『タ イ』側 に文 化会 館 設立 通告 の 件 」

62外 務 省外 交 史料館B1.0.0.J/SI2,1942年8月19日 坪上 大使 発東郷 外務 大 臣

宛 電文 第1762号 「国 立文 化会館 設 立 の件」

63外 務 省 外交 史料 館A'1.2.1.1.,管 理 局 経 済課 「日本 国 に対 す るシャム 国 の国 際

法 上 の地 位に 関す る考察 」,昭 和23年4月30日

64タ イ 人が和 装にな った り箸を使 った りす るよ うにな る こ とを例にあ げてい る。

65こ う した可能 性 につ い ては,タ イ の 国内 文化政 策 に つ いて のよ り深 い研 究 に

よる専論 が必 要 にな ろ う。 筆者 の次 の 課題 であ る。
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特別ノ考慮ヲ払フベシ
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第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

専門家ノ定期交換,派 遣又ハ招聰二特別ノ考慮ヲ払フベシ

締約国ハ前三項ノ規定ノ実施二付相互二能フ限 リ便宜ヲ供与スベシ
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ベシ
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ノ上演ヲ奨励シ且之二従事スル個人及団体ヲ交換,派 遣又ハ招聰スルニ

努ムベシ

締約国ノー方ハ自国二於ケル出版物,映 画,幻 灯,写 真,音 盤及楽譜ニ

シテ両国相互ノ認識及理解ノ増進二寄与スベシ ト認ムルモノヲ能フ限リ

多数且頻繁二他方二供給スルニ努ムベク他方ハ此等ノモノガ自国二於テ

有効二利用セラルル様其ノ保存,頒 布,上 映及展示二特別ノ考慮ヲ払フ

ベシ

締約国ハ自国二於ケル出版物及芸術作品ニシテ相手国二紹介スル価値ア
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宜ヲ供与スベシ

締約国ハ両国ノ学術,美 術及工芸二関スル相互ノ認識及理解ヲ増進スル

目的ヲ以テ随時二展覧会ヲ開催シ及右目的ヲ有スル展覧会ノ開催二関シ

必要ナル斡旋及助成ヲ為スニ努ムベシ

締約国ノー方ハ自国ノ放送局ヲシテ他方二向ケ定期放送ヲ行ハシメ且他

方ノ定期放送ヲ中継セシムベシ

締約国ノー方ハ自国ノ放送局ヲシテ随時二講演,演 芸,音 楽等他方ノ文

化二関スル放送ヲ行ハシムベシ

締約国ハ両国民交膳ノ為青少年団及運動競技選手ヲ交換,派 遣又ハ招致

スルニ努ムベシ
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締約国ハ両国相互ノ認識及理解ヲ増進スル為観光旅行団及見学旅行団ヲ

交換,派 遣又ハ招致スルニ努ムベシ
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第十一条 締約国ハ両国間ノ文化関係ノ増進二寄与セシムル為夫々相手国ノ首府

二文化紹介機関ヲ設置スルニ努ムベク且右機関ノ事業二対シ相互二能フ

限リ便宜ヲ供与スベシ

第十二条 締約国ハ本協定ノ実施二関シ両国間ノ連絡二当ラシムル為東京及 「バ

ンコック」二文化連絡協議会ヲ設置スベシ

右協議会ノ組織及運用二関スル細目ハ締約国ノ外交機関之ヲ協議決定ス

ベシ

第十三条 本協定ノ実施二関スル細目ハ締約国ノ外交機関之ヲ協議決定スベシ

第十四条 本協定ハ批准セラルベク且其ノ批准書ハ成ルベク速二 「バンコック」

二於テ交換セラルベシ

本協定ハ批准書交換ノ日ヨリ之ヲ実施シ且同日ヨリ十年間引続キ効力ヲ有スベク

又締約国ノー方ガ本協定ヲ終了セシムルノ意思ヲ右十年ノ期間満了ノー

年前に他方二通告セザル場合ニハ本協定ハ締約国ノー方ガ其ノ廃棄ノ通

告ヲ為シタル日ヨリー年ノ期間ノ満了二至ル迄引続キ効力ヲ有スベシ

右証拠 トシテ各全権委員ハ本協定二署名調印セリ

昭和十七年十月二十八日即チ仏暦二千四百八十五年十月二十八日東京二

於テ日本文及 「タイ」文ヲ以テ本書二通ヲ作成ス

谷正之(印)

ディレック,チ ャイヤナム(印)
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1942年 日泰r文化協 定 をめ く"る文 化交 流 と文 化政 策

CulturalAgreementbetweenJapanand

Thailand1942:AReflectiononCultural

RelationsandCulturalPolicies

HiroshiKANO

Summary

ThepurposeofthispaperistoplacetheCulturalAgreementbetweenJapan

andThailandof1942intothehistorialcontextofJapaneseandThaicultural

policies.

Thematerialinthispaperisdeliveredmainly丘omdocumentsofthe

DiplomaticRecordOfficeoftheMinistryofForeignAffairsofJapanandThai

NationalArchives.

First,IobservedJapanesegovernment'sinternalandforeignculturalpolicy

beforeandin1942.TheJapanesegovernmentdidnotputemphasisonthe

internalculturalpolicy,norweretheyconcernedwithnationalculrural

integration.Ontheotherhand,Japanhadactivelyadvancedforeigncultural

policytoexpandtheirinfluencetoforeigncountries.

Secondly,IovservedtheThaigovernment'sinternalandforeigncultural

policybeforeandin1942.UnderthePhibunregime's"nationbuilding"policy,

theThaigovernmentregardedculturalpolicyasoneoftheprioritythemes,and

forciblytriedtoreorganizethe"nationalculture".The"nationalculture"was

relatedtothepeople'sdailylife,anditsimagewasvisiblyreinforcedthrough

manyculturalpolicieslikethedresspolicy.Ontheotherhand,Thaigovernment

didnotputemphasisontheforeignculturalpolicyorculturalpropagandain
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foreigncountries.OnecansaytheThaiinternalculturalpolicyitselfwasa

"foreignculturalpolic

y"inthesensethattheThaigovernmentwasconscious

oftheforeigneyesupontheThai"nationalculture"and"civilization".

Thirdly,Iobservedhowthesetwocountries'culturalpoliciescrossedwith

eachotheronthestageoftheculturalagreement.JapaneseandThai

governmentsconcludedtheculturalagreementundertherisingpolitical

intimacyintheearly1940s.Thepointscoveredinthisculturalagreement

includethefollwing:OJapanproposedoneinitiatedtheagreementanddesired

onlyJapaneseunilaterralactionoverThailand,thoughbilateralactionswere

apParentlyincorporatedinthetextoftheagreement.②Thailandagreedto

makingtheculturalagreementwithJapan.Oneofthereasonsforthiswasthat

ThailandwantedJapantoadmitthatThailandwasthecenterof"SouthAsia".03

Japan,however,madethedraft,disregardingtheintentionsofThailand.The

Thaigovernmentexternallyagreedtotheproposal,butobstructedthe

realizationoftheagreementontheseamyside.●iJltimately,thecultural

agreementbetweenJapanandThailandcouldnotreachit'santicipatedresults.

ItwasabrogatedimmediatelyaftertheendoftheWWII.

Inconclusion,TheculturaldiplomacybetweenJapanandThailanddidnot

gearwitheachother.Thereasonforthisisnotonlytheseriouswarsituation,

butalsotheconflictbetweentheculturalpoliciesofthesetwogovernments.

Japangaveprioritytotheforeignculturalpolicytoexpandtheirinfluenceto

foreigncountries.Ontheotherhand,theThaigovernmentgaveprioritytothe

internalculturalpolicytoformher"nationalculture"and"civilization".The

ThaigovernmentrecognizedJapanesepositiveforeignculturalpolicyasa

culturalinvasion,menacingThailandforming"nationalculture".TheThai

governmentadvanceditsculturaldefenses.TheculturalAgreementcouldnot,

therefore,accomplishitswrittenaim,"strengtheningfriendshipbetweentwo

countries",butinsteadincreasedthefrictionsbetweenJapanandThailand.
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